
議案第８号  

 

秦野市部等設置条例等の一部を改正することについて 

 

 秦野市部等設置条例等の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  平成２９年２月２３日提出 

 

秦野市長 古 谷 義 幸 

 

 

提案理由 

 地方自治法第１８０条の７の規定により、生涯学習、文化財及び図書館に関

する事務を市民部の職員が補助執行するとともに、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２３条第１項の規定により、文化に関する事務を市長が管理

し、執行することとするため、改正するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市部等設置条例等の一部を改正する条例 

 

 （秦野市部等設置条例の一部改正） 

第１条 秦野市部等設置条例（昭和４０年秦野市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    秦野市部等の設置に関する条例 

  第２条市民部の項第１号中「及び文化行政の総括」を「、文化、生涯学習

及び図書館」に改める。 

 （秦野市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例

に関する条例の一部改正） 

第２条 秦野市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の

特例に関する条例（平成２２年秦野市条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

  本則中「スポーツに関する事務（学校における体育に関することを除

く。）」の次に「及び文化に関する事務（文化財の保護に関することを除

く。）」を加える。 

 （秦野市立宮永岳彦記念美術館条例の一部改正） 

第３条 秦野市立宮永岳彦記念美術館条例（平成１３年秦野市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に、「教育長」を「市長」

に改め、同条第２項中「教育長」を「市長」に改める。 

  第８条及び第１０条中「教育長」を「市長」に改める。 

  第１３条を次のように改める。 

  （使用料の減免） 

 第１３条 市長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

  第１５条から第１８条までの規定中「教育長」を「市長」に改める。 

  第１９条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 
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   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


